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　市は、平成１２年度から市民会議や
地域別懇談会などを開催し、市民の
みなさんからさまざまな提案をいた
だきながら『登別市まちづくりアク
ションプラン』の策定を進めていま
す。
　広報１月１日号でお知らせした
『都市計画マスタープラン』の素案
に続き、このたび、このプランを構
成する残り２つの計画、『みどりの
基本計画』、『景観形成基本計画』
の素案がまとまりましたので、その
概要をお知らせします。

〜
み
ど
り
の
基
本
計
画
の
構
成
〜

１
章　

み
ど
り
の
基
本
計
画
に
つ
い
て

２
章　

登
別
市
の
み
ど
り
の
よ
う
す

３
章　

み
ど
り
の
現
況
特
性
と
課
題

４
章　

基
本
方
針
と
目
標

５
章　

み
ど
り
の
配
置
方
針

６
章　

緑
地
の
保
全
お
よ
び
緑
化
推
進

　
　
　

の
た
め
の
具
体
的
展
開

み
ど
り
の
将
来
像

　

み
ど
り
の
基
本
計
画
で
は
、
次
の
よ
う

な
「
み
ど
り
の
将
来
像
」
を
、
実
現
し
て

い
く
た
め
に
大
き
な
柱
と
な
る
５
つ
の
基

本
方
針
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の

施
策
の
体
系
も
定
め
て
い
ま
す
。

みどりの基本計画とは

　都市緑地保全法の改正により、市町村が策定の
主体となってみどりの保全から公園、その他の公
共施設、民間施設の緑化の推進に至るまでのみど
り全般について、将来あるべき姿やそれを実現す
るための施策を総合的かつ効果的に定め、20年後
を目標にみどりの量の増大や質の向上を図る計画
です。

山
か
ら
海
ま
で
つ
な
が
る�

　
　
み
ど
り
が
人
を
や
さ
し
く
つ
つ
む
ま
ち�

①市街地をふちどる山辺を守る
②山辺から望む田園風景を守る

施　 策　 の　 体　 系将来像

　まちをふちどる“山辺”のみどりを守る

①豊かな自然生態系を育むみどりの回廊をつくる
②親しみのあるみどりの川辺をつくる

　みどりをつなぐ“川辺”をつくる

①海辺のみどりを守り育てる
②憩いの場となる海辺のみどりをつくる

　特色ある“海辺”のみどりを守り育てる

①市民の手で登別のみどりをいっぱいにする
②今あるみどりを次世代に伝える

　登別のみどりをみんなで支える

①身近なみどりをまもる
②特色ある公園をつくる
③自然環境に配慮した公園をつくる
④道沿いの花とみどりを育てる
⑤公共施設のみどりを豊かに育てる
⑥暮らしのなかで身近なみどりを育む

　みどりのひろがるまちをつくる

目標年次（平成３４年）に向けての目標
○　市民１人あたり１本、計５万本の植樹を！
○　各家庭に１本の樹木を！

まちづくり
　アクションプランとは
　『登別市まちづくりアクションプラン』とは、
土地利用や交通施設、公共施設のあり方を盛り込
んだ都市計画マスタープランや、街並みや自然景
観形成などの方向性を示した景観形成基本計画、
公園の整備やみどりの保全、緑化の推進に関する
具体的な計画であるみどりの基本計画の３つの計
画を併せた総称です。


